
 

 

京丹後市水洗化計画の見直しに係る早期水洗化（案） 

 

 

京丹後市上下水道部下水道整備課 

 

１．水洗化計画の見直し 

 
現計画は、６町が合併し京丹後市になったことに伴い、より効率的な事業の推進と公共用

水域の水質保全、更には生活環境の改善を目的とし平成 18 年 9 月に定められました。  
この間、人口の減少、財政状況、国が定める経済比較に使用する費用関数と耐用年数の見

直し、住民の意向を考慮した処理区の設定など、様々な要因により計画の見直しが必要とな

ってきています。 
また、京都府においても人口の減少や、高齢化の本格化、社会構造の変化など汚水処理施

設の整備に取り巻く諸情勢が大きく変化していることから、より地域の実態に即した水洗化

施設整備を進めるため、平成 17 年 3 月策定の「京都府水洗化総合計画 2005」の見直しが行

われています。 
こうした現状を踏まえ、「京丹後市水洗化計画」の見直しを行い、皆さんがより早く水洗

化（接続）していただける早期水洗化を図るための新たな「京丹後市水洗化計画」を策定す

るものです。 
本計画（案）では、従来の方式である水洗化率 100％（区域内の住民全員）を主眼にするので

はなく、住民の接続意向を踏まえ水洗化率 70％で経済比較したものをベースとし、さらに早く皆

さんが水洗化していただける早期水洗化（案）計画としています。 
 
 



 
２．処理区域の見直し（案） 

 

集合処理区域（公共下水道・集落排水事業）から個別処理区域（浄化槽）とする地区 

＊　早　期　水　洗　化　案　＊

（早期水洗化を図るため個別処理とする地区）

橋木・石丸・西山・小西・苗代・久次・鱒留・
二箇・五箇

奧大野

生野内・浅茂川の一部・高橋・郷・小浜の一部・
掛津・遊・三津

竹野・宮・平・中野・中浜・久僧・上野

甲坂・永留・油池・神谷・河梨・栃谷・海士・
橋爪・西橋爪・坂井・友重・品田・新庄・
須田・金谷・畑・市場

峰
山
町

元町・1区から18区・安・西山・小西・菅・新治・
二箇・久次・五箇（茂地・大萓を除く）・
鱒留（大路・大成を除く）・長岡・新町・荒山・
内 記 ・ 丹 波 ・ 矢 田 ・ 橋 木 ・ 石 丸 ・ 赤 坂 .

.

大
宮
町

河辺・周枳・善王寺・口大野・奧大野・三坂・
谷 内 ・ 三 重 ・ 森 本 .

網
野
町

網野・浅茂川・下岡・高橋・郷・島津・小浜・
掛 津 ・ 遊 ・ 三 津 ・ 木 津 ・ 浜 詰 ・ 塩 江 ・
生 野内 の 一 部 .

.

丹
後
町

間人・大山・三宅・徳光の一部・竹野・宮・平・
中野・中浜・久僧・上野・成願寺・是安・砂方 .

.

弥
栄
町

和田野・鳥取・木橋・黒部・船木・井辺・国久・
小田・溝谷・吉沢の一部・堤・芋野・外村・等楽寺
の 一 部 .

久
美
浜
町

一区・湊・神野・平田・三分・油池・神谷・
河梨・栃谷・甲坂・市野々・布袋野、野中・
佐野甲・佐野乙・佐野丙・小桑・郷・安養寺・
海士・橋爪・西橋爪・坂井・永留（一部は個別処
理）・友重・品田・新庄・須田・金谷・畑・市場

.

　.
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○ 見直しの結果 

・ 接続率 70％案により個別処理区域へ移行した方が有利となる 10 地区に加え、早期水洗

化のため更に個別処理区域に移行した 32 地区は、浄化槽整備事業（市設置）で水洗化を

推進するため、単年度の事業期間となり早期に水洗化が期待できる。 

・ また、個別処理区域で浄化槽を個人設置されている方は、その合併処理浄化槽を市に寄

付されることにより市設置型浄化槽とみなすことから、維持管理上有利となります。 



 

３．個別処理区域の水洗化手法 

 

事 業 種 類：浄化槽市町村整備推進事業（市設置） 

（浄化槽設置希望を受けて、市が浄化槽を設置） 

分 担 金：２７万円（公共下水道、集落排水のように接続年度により、高くなりま

せん） 

維 持 管 理：設置した浄化槽は、市が維持管理（保守点検、清掃、修理、改修等）し

ます。 

浄化槽使用料：使用した水道等の量に応じた使用料をいただきます。（ただし、公共下

水道、集落排水、浄化槽同一料金） 

ただし、この区域において個人で既に設置されている浄化槽は、市に寄附されれば市設

置浄化槽とみなし同様の扱いとなります。 

 

※参考 

・使用料金の例（公共下水道、集落排水、浄化槽同一） 

使用水量 20ｍ3/月･･･2,780 円（ただし、上水料金 3,300 円（簡水料金 2,900 円）） 

30ｍ3/月･･･4,180 円（ただし、上水料金 4,900 円（簡水料金 4,300 円）） 

 

・浄化槽の大きさ（上部） 

   5 人槽････2.15m×1.10m（上載荷重無）、2.25m×1.80m（荷重有） 

   7 人槽････2.65m×1.15m（上載荷重無）、2.75m×1.85m（荷重有） 

 




